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（毎月発行） 【３３２号 】 

つくろう  みんなで  元気な西郷  

ｎ 

５月23日（土）、“出し切れ全力！ 信じろ仲

間！ かがやけ青春の１ページ！”を大会スロ

ーガンに「令和８年度西郷地区大運動会」が、

２年ぶりに開催されました。昨年度は雨天中止

となり、今年度も前日までの雨で開催が危ぶま

れましたが、当日は打って変わって天候に恵ま

れ、陽射しの強い中での運動会となりました。

令和８年度西郷地区大運動会 

６月14日（日）、「第１回西郷地区グラウンド

ゴルフ大会」を湯谷スポーツ広場で開催しまし

た。当日は、34名のみなさんが参加され、２ラ

ウンド16ホールの合計打数で競いました。そ

の結果、団体戦は牛戸Ａチーム（北村恭一さん、

坂本柳造さん、坂本貴さん）、個人戦は谷繁達士

さん（牛戸）が優勝されました。おめでとうござ

います。なお、「第２回西郷地区グラウンドゴル

フ大会」は、10月17日（土）開催予定です。多

くのみなさんのご参加をお待ちしています。 

会場の西郷小学校校庭は、朝早くから熱気に包

まれ、とりわけて部落対抗競技が始まると地元

選手の健闘を称えて、大きな声援と拍手が送ら

れていました。結果は、総合優勝 小河内部落、

準優勝 北村部落、３位 牛戸部落の順となり、

地域の絆を深める運動会も滞りなく終了する

ことができました。みなさんお疲れ様でした。 

第１回西郷地区グラウンドゴルフ大会 

団体戦は牛戸Ａチーム、個人戦は谷繁達士さん が優勝 
（
牛
戸
） 



  

 

 

 

 

7月 行 事 サークル 

1 水   

2 木  おたっしゃ教室 

3 金   

4 土   

5 日   

6 月   

7 火 七夕集会 サロン 

8 水   

9 木  
書道教室 
おたっしゃ教室 

10 金 
人権視察研修 ７：15～ 
※公民館は休館します。 

 

11 土  着付教室 

12 日 救命講習会 ９：30～  

13 月  活き活き体操教室 

14 火  ストレッチ教室 

15 水   

16 木 
みんなで語ろう 西郷の歴史２ 

19：00～ 
書道教室 
おたっしゃ教室 

17 金   

18 土   

19 日   

20 月   

21 火  サロン 

22 水 
西郷地区集団検診 

７：30～  

23 木  
書道教室 
おたっしゃ教室 

24 金   

25 土  着付教室 

26 日   

27 月  活き活き体操教室 

28 火  ストレッチ教室 

29 水   

30 木  おたっしゃ教室 

31 金   

日  時 ７月12日(日) 
９：30～11：00 

場  所 西郷地区公民館 大ホール 

講  師 八頭消防署職員 

内  容 心肺蘇生法、AEDの使い方 

申込締切 ７月９日（木）正午まで 

【お問い合わせ先】 

西郷地区公民館 電話 0858-85-0445 
 

 

救命講習会の開催について 

参 加 者 

募 集 中 

ご意見・ご要望・ご感想をお待ちしております。 

西郷地区公民館 〒680-1225 鳥取市河原町牛戸15-1 

☎ 0858-85-0445  ＦＡＸ 0858-85-0591 

Mail cc-saigo@it.city.tottori.tottori.jp 職員常駐時間：平日8時30分～17時 

７月10日（金）は、「人権視察研修」のため、西郷

地区公民館は休館とさせていただきます。ご迷惑を

おかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。 

７月10日(金)、公民館は休館します 

令和８年４月１日から、住所・氏名の
変更登記の申請が義務化されました 

鳥取地方法務局からのお知らせ② 

住所・氏名を変更したら、２年以内に変更登記の申

請をする必要があります。また、令和８年４月１日よ

り前の住所変更なども対象となります。「スマート変

更登記」をご利用いただくとらくらく安心です！（簡

単・無料のお手続きをしていただければ、法務局で住

所・氏名の変更登記をします。） 
※正当な理由なく義務に違反した場合、過料に科せられる可能性があ

ります。詳しくは、「法務省」ホームページ又は電話によりお問い合

わせください。 

【お問い合わせ先】 

鳥取地方法務局登記部門 

電話 0857-22-2293 
 

 

相続登記には期限があります 
最短で令和９年３月31日が期限です 

鳥取地方法務局からのお知らせ① 

令和６年４月１日に相続登記の申請が義務化され

ました。不動産を相続したら、３年以内に相続登記の

申請をする必要があります。令和６年４月１日より前

に発生した相続も対象となります。（今なら相続登記

の免税措置があります！） 
※正当な理由なく義務に違反した場合、過料に科せられる可能性があ

ります。詳しくは、「鳥取地方法務局」ホームページ又は電話により
お問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 

鳥取地方法務局登記部門 

電話 0857-22-2293 
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